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Fulfillment of Our Mission

■ 危機対応業務等における不正行為事案
　商工中金の危機対応業務の不正行為事案等に関しまして、お取引先をはじめ、株主や国民の皆さまに多大なるご
迷惑とご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。
　危機対応業務の要件確認にあたって必要となる書類を改ざんする等の不正行為が広範に発生しただけでなく、そ
の他の業務においても不適切な業務運営があったことにより、2017年10月25日、経済産業省、財務省、金融庁、
農林水産省より、二度目の行政処分を受けました。

■ 事案の経緯

● 2016.10.24：商工中金の危機対応業務における貸付対象の要件確認にあたり、職員による、取引先の試
算表等の数値・日付の入替え、変更等の改ざんが判明。

● 2016.12.12：第三者委員会を設置し、調査・原因究明・再発防止策の提言を依頼。
● 2017.04.25：第三者委員会の調査報告書を公表。
● 2017.05.09：主務省（経済産業省、財務省、金融庁、農林水産省）による業務改善命令（全件調査の実施、

当面直ちに実施すべき再発防止策の策定・実行）。
5月以降：商工中金における全件調査、主務省における検査を実施。

● 2017.10.25：主務省検査及び全件調査の結果報告等を受けて、2度目の業務改善命令。
主務省に「業務の改善計画」を提出。「商工中金の在り方検討会」設置。

● 2018.01.11：「商工中金の在り方検討会」の提言を受領。
● 2018.03.26：調査報告書公表以降の追加調査の結果を公表。
● 2018.03.27：「商工中金の経営及び危機対応業務に関する評価委員会」設置。
● 2018.05.22：「ビジネスモデル等に係る業務の改善計画」を主務省に提出。
● 2018.10.18：経営改革プログラム（中期経営計画）を公表。

■ 危機対応業務の不正事案の調査結果
　危機対応業務の不正行為事案については、その全容を明らかとするため、危機対応融資22万件の全件調査を実
施しました。その結果、国内営業店100店のうち97店において、合計で4,632件、446名の不正行為が判明しま
した。（2017年10月25日に調査報告書を公表。公表数値は2018年10月31日時点。）

■ 事案の根本原因
　本事案の根本原因は、以下の4つにあると考えております。①危機対応業務における内部統制の未整備と過度な
業績プレッシャー、②危機対応業務の「武器」としての利用、③不正行為を惹起した本部や経営陣の姿勢とコンプ
ライアンス意識の低下、④ガバナンス態勢の欠如。

■ 業務改善命令の主な内容

※ 不正行為の発生や不適切な業務運営を防止するため、以下の観点も含め、法令等遵守態勢、経営管理態勢及
び内部管理態勢等を抜本的に見直すこと。
（1）問題発生時以降現在に至るまでの役職員の責任の所在の明確化
（2）監査機能の強化及び組織運営の適正化を含む抜本的な再発防止策の策定・実行
（3）いわゆる民業補完の趣旨を踏まえた持続可能なビジネスモデルの策定・実行 
（4）取締役会の強化や外部人材の登用を含む新たな経営管理態勢の構築
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